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法 改 正 情 報 （改正があった労働・社会保険関連法や人事労務管理のポイントです）

※掲載内容についてもっと詳しくお知りになりたい場合などお気軽にご連絡ください。
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● 2026年４月施行女性活躍推進法改正のポイント

女性活躍推進法について、2025年12月23日に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般

事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令」及び「事業主行動計画策定指針の一部を改正する件」が

公布されました。

これは、2026年４月１日の改正法施行に向け、企業に求められる対応内容や情報公表の考え方を具体的に示した

ものです。

1.新たに義務付けられた情報公表

改正省令・指針により、企業が公表すべき情報の内容が拡充されます。特に、女性管理職比率の公表義務が拡大

され、従業員101人以上の企業も対象となります。これまで義務とされてきた男女間賃金差異の公表に加え、職業生

活に関する機会の提供の状況や、仕事と家庭の両立支援に関する取組実績についても、企業の実情に応じて公表

することが求められます

2.公表が求められる具体的な項目

義務付けられる主な情報項目は以下のとおりです。

男女間賃金差異

女性管理職比率

これらは、従業員数101人以上の企業すべてで義務化されます。加えて、選択して公表する項目として次のようなも

のがあります。

女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供実績（採用割合、係長級における女性比率など）

職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備の実績（男女別育児休業取得率、有給休暇取得率など）

これらは企業ごとの事情に応じて、複数選択して公表します。

初回の「男女間賃金差異」および「女性管理職比率」の情報公表は、改正法の施行後に最初に終了する事業年度

の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね３か月以内に公表する必要があります。公表は自社ホームページ

または厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」などを活用し、年１回以上の更新が求められま

す。

■ 【厚生労働省「女性活躍推進法が改正されました！ 男女間賃金差異と女性管理職比率の公表義務が拡大 女

性の健康上の特性への配慮も盛り込まれました」】

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001620180.pdf
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1日

○ 贈与税の申告受付開始＜３月１５日まで＞［税務署］

10日

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局または銀行］

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞［公共職業安定所］

16日

○ 所得税の確定申告受付開始＜３月１５日まで＞［税務署］

※なお、還付申告については２月１４日以前でも受付可能。

28日

○ じん肺健康管理実施状況報告の提出［労働基準監督署］

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出［公共職業安定所］

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安定所］

○ 固定資産税・都市計画税の納付＜第４期＞［郵便局または銀行］

※都・市町村によっては異なる月の場合がある。

※掲載内容についてもっと詳しくお知りになりたい場合などお気軽にご連絡ください。

 2月の税務と労務の手続 （提出先・納付先）

 トピック （最近の記事の中から労務管理上注目すべき情報を抜粋しました）
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● 「子育て支援金」負担額試算 26年度は年収600万円で月575円（12/27）

こども家庭庁は26日、26年４月分から徴収される子ども・子育て支援金の年収別負担額の試算を公表した。被保険者一人当

たりの負担額は、加入する公的医療保険や年収、家族構成によって異なり、28年度まで段階的に増えた後は一定額となる。

会社員や公務員の試算では、26年度は年収400万円なら月384円（28年度650円）、600万円なら月575円（同1,000円）、800万

円なら月767年（同1,350円）が徴収される。


